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イ言言 J差是
「

性
同一
性
障
害
と
診断
さ
れ
た

人が、
通
称
名
を

健康保険
証
に

記
載
で
き
る
な
ど、
社
会
保障
分

野
で
の
配慮
が
始
まっ
た。
4
月

か
ら
は一
定
の
条
件
を
満
た
せ

ば、
性
別
適

合手術
の

保険適
用

も
可
能
に
なっ
た。
一
方、
年
金

は
性
別
変
更
で
支
給
条
件
が
変
わ

っ
た
り、
介
護
で
は

介助者
と
の

組
み
合
わ
せ
で
不
都
合
が
生
じ
た

り
す
る
こ
と
も
あ
P、
老
後
の
安

心
に
向
け
た
課題
は
多い。

，圃s・ 性同一性障害 心と体の性が一致し
／� ない障害で、 肉体的な性別に不快感

を持ち、 心の性別で日常生活を送ることを
望むとされる。医療機関ではカウンセリン
グなどの精神療法やホルモン療法、 性別適
合手術を行う。2004年に性同一性障害特例
法か施行され①2人以上の医師による診断
②20歳以上③結婚していない④性別適合手
術を受けているーなどの条件を満たせば、
家庭裁判所に請求し、 戸籍の性別変更が可
能となった。

始まる配慮宝口陪陣排出同問排出
厚生
労働
省
は
昨
年、
性
同一

性障害
の
人
が
医
師
の

診断書
2

ど
を
提
出
す
れ
ば、
保
険
証
の

表
に
通
称
名
を
記
載
で
き
る
と
都

道
府
県
な
ど
に
通
知
し
た。
以
前

か
ら
認
め
てい
た
国
民
健
康
保険

の
ほ
か、

協会
け
ん
ぽ、

後期高

齢
者
医
療、
介
護
保
険
で
も
同

様
に
取
り
扱
う。
今
年
4
月
か
ら

は
ホ
ル
モ
ン
治療
を
受
け
てい
な

い
こ
と
な
ど
を
条
件
に、
性
別

適ム
呈十
術
が

保険適
用
と
な
り、

費
用
の
ハ
ー
ド
ル
が
下
げ
ら
れ

た。女
性と
し
て
生
ま
れ、
現
在
は

改名
し
て
男
性と
し
て
生
活
す
る

西
野
明樹
さ
ん（
幻）
は、
病
院
で

外
見
に
合
わ
な
い
「
由
佳」
と
い

老後の保障に課題も年金・介護…

「
通
称
使
用
で
選
択
肢
が
広
が
る

の
は
い
い
こ
と」
と
話
す
中
山
貴

将さ
ん
リ
4
月、
東京
都
新
宿区

う
名
前
を
呼
ば
れ
る
の
が

苦痛だ

っ
た。
「
自
分が
女
性
だ
と
突
き

付
け
ら
れ
る
こ
と、
周
囲
か
ら
奇

異
な
目
で
見
ら
れ
る
こ
と、
両
方

が
つ
ら
かっ
た」

生
活
に
支
障
を
感
じ、
西
野
さ

ん
自
身
は
裁
判
所
に
申
し
立
て
を

し
て
男
女
ど
ち
ら
で
も
違
和
感
の

な
い
よ
う
名
前
を
変
え
た。
「
家

族
の
希
望
な
ど
で
改名で
き
な
い

人
も
い
る。
選
択
肢
を
広
げ
る
と

い
う
意
味
で
通
称
使
用
を
歓
迎
し

た
い」
と
話
す。

東京
都
内
で
働
く
中
山
貴一将
さ

ん（
的）
も
性
別
適ム
呈寸
術
を
受
け

戸
籍
を
変
え
る
前
は、
他
人
の
保

険
証
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
続
け

た。
「
ト
ラ
ブ
ル
が
嫌で、
病
院

に
行
か
ず
病
状
が
悪
化
す
る
ケ
ー

ス
も
あ
りY
そ
う
し
た
人に
は
助

け
に
な
る」圃
圃

一
方
で、
老
後
の

保障面で
は

不安
材
料
も
あ
る。
例
え
ば
厚生

年
金
の
報酬
比
例
部
分
の
支
給
開

始
は
現
在、
女
性よ
り
男
性の
方

が
遅い。
遺
族
問
壬
年
金
の
受
給

も
男
女で
条
件
が
異
な
る。

社
会
保
険
労
務
士
の
中
島
幸
治

さ
ん
は
「
女
性か
ら
男
性ヘ
性
別

変
更
す
る
と、
年
金
受
給
の
面一一

で
不利
に
な
る
こ
と
が
あ
る。
ω一

歳
に
な
り
年
金
支
給が
確定
L
た一

後
な
ら
性
別
を
変
え
て
も
影
響
は

一

な
い
が、
同
じ
保
険
料
を
払っ一一

て
き
て
も
条
件
が
変
わ
る
こ
と一

に
気
を
付
け
て
ほ
し
い」
と
話

一

す可

一

当
た
り
前
の
よ
う
に、
男
女
で
一

部
屋
を
分
け、
入
浴
介
助
な
ど一一

を
す
る
介
護
施設
で
も、
今後
は一

当
事者
の
希
望
に
応
じ
た
対応
が一一

求
め
ら
れ
る。
「
認
知
症
や
病一一

気
な
ど
で
意甲
義一ホ
が
で
き
な
く一戸

な
っ
た
時
に
不
安」
と
い
っ
た一一

声
は
少
な
く
な
い。
性
的
少
数
者一一

の
法
律
問
題
に
詳
し
い
南
和行
弁一

護士
は
「
現
場
で
は
個別
の
希
望一一

に
応
じ
た
柔
軟
な
対
応
が
必
要二

だ。
自
分
の
意
思
を
公
正
証書
で（

残
す
方法
が
あ
る」
と
ア
ド
バ
イ一一

ス
す
る。

一

共
生
社
会
をつ
く
る
セ
ク
シユ一

ア
ル・
マ
イ
ノ
リ
ティ
支援
全
国一

ネッ
ト
ワ
ー
ク
代
表
理
事
の
原
ミ一

ナ
汰
さ
ん
は
「
今
の
社
会

保障制一

度
は
性別
あ
り
き
で
つ
く
ら
れ
て一

い
る」
と
指摘、
「
男
女
で
は
な一

く
個
人
単
位
で
保障
さ
れ
る
仕
組一

み
を」
と
要
望
し
た。
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